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問題の所在

本特集の高橋論文（25頁）では、公判前整理手

続において、裁判所が被告人の共謀・犯行の有無に

関わる間接事実や、証拠の信用性に関する補助事

実についての立証を制限している。そこで、かような

立柾制限が妥当なのか、当事者－主識の意味を考える

ことを通じて、検討を加える。

当事者主義の含意と価値

当事者主義（当事者追行主義を合む）は、刑事裁

判において重要な意義を有する。第一に、当事者

の攻防を踏まえて裁判所が審判するという訴訟構造

を採用することで、 判断者たる裁判官・裁判員の中

立公平年｝：を担保し、無罪推定原則を踏まえた事実

認定を実質的に期待できるようになる。また同時に、

裁判員の役割は、裁判官がf解明Jした「事実Jを論

評するのではなく、当事者の主張立証を評価する旨

が意識されるべき、ということになろう。第二に、当

事者主義のもとでは、当事者自身が公判の争点を形

成して攻防を展開することが期待される以上、争点、

の形成や立証方法について、被疑者・被告人の主体

性が確保されていることが前提となる。そのために

は、被疑者・被告人の防御権保障が突効的になされ

る必要があるうえ、公判前整理手続において裁判官

が主となって争点、を選別することは、当事者主義の

理念には必ずしもなじむものではない。

しかし、裁判所が公判官官整理手続において証拠

を絞り込むことに関わって、 「当事者双方及び裁判

所の聞でJ、各間接事実の位置づけや推認力につい

て「共通問、職」を形成し、「真に必要な範囲の間接

事実Jのみ取り調べ、そうではない間接事実を審理

対象外にして絞り込むべきとの主張も見られる1。こ

のように間接事実や補助事実の立証を絞り込む発

想の背景には、争点の混乱をあらかじめ回避して公

判審理期間を短縮しようとする価値判断があるので

あろうにまた、各間接事実の位置づけた推認力に

ついて、 当事者双方のみならず、「裁判所」も「共通

認識」を形成するよう期待されている点は注目すべき

であり、裁判官が訴訟指探を迅速・円滑に行うため

の準備として公判前務理手続が位置づけられている

ことがうかがわれる。

この発想、は、裁判員裁判においては、裁判貝の負

担を緩和するために、よりいっそう強く表れてくる可

能性もある。確かに、裁判員裁判で審理期聞を一定

程度短くする必要はあるだろうし、当事者間でかみ

合った争点を形成して審理することは、判断者の中

立公正な判断をよりいっそう実現しやすくなる点で、

当事者主義の観点からも望ましいことではある。しか

しながら、問題なのは、審理のために「真に必要な

範囲の間接事実」を、誰が判断するのか、という点

にある。r真に必要な範囲」の間接事実を審理しない

まま結審するとなれば、迅速な公判は達成されたと
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しても、充実した公判の達成とはほど速いものになっ

てしまう。本件は、このような問題が顕在化した例

だといえる。

公判前整理手続における

間接事実の推認力判断

このように、公判前整資塁手統において裁判所が間

後証拠の推認カを判断して、当事者の主張を封殺す

ることには、いくつかのレベルで問題がある。

第ーに、当事者主義の理念のレベルでの問題であ

る。本来、当事者主義（当事者迫行主義）の考え方

を徹底するのであれば、関連性がある事実について、

いかなる範囲で公判において主張するかは、第一次

的には当事者が判断すべき事項である。そして、そ

の判断のための間接事実の推認カや供述の信用性

にかかわる補助事実の評価向体、公判前整理手続

においては、各当事者が行うべきものであろう九こ

の点は、裁判員制度の模擬裁判の成果と課題をまと

めた最高裁事務総局も、 「主要事実を立証するため

にどの間接事実を取捨選択するかは当事者がその

権限と責任において行うべきであるから、当事者に

おいて当該間接事実を主張する一定の必要性・合理

性を説明している場合には、総判所としてもそれを

尊重すべきJとしているところであるヘもし、公判前

整理手続の段階で、裁判所が間接事実の推認力や

供述の信用性に関わる補助事実について判断し、証

拠を絞り込むならば、訴訟当事者の立証活動を制約

することになる九このことは、上述した当事者主義

の思念になじまない運用だと思われる。

第二に、公判中心主義と当事者主義の関わりのレ

ベルで問題である。公判前監理手続の段階で、当

事者主張予定の間接事実の推認カ・重要性を裁判

所が判断して、当事者の主張を絞り込むということ

は、裁判所が既に公判前整理！手続の段階で証拠構

造を把握して証拠を評価し、 一定程度の心証を得て

いることを示唆する。高橋論文のような事案で弁護

人の主強や証拠調ぺ諦求を却下するのも、一定程

度証拠構造を担握して心証を抱くからこそ、なしう

ることだろう。このことは、当事者主義の理念のもと

での当事者による主張・争点の形成を制約すること

が、公判手続の形骸化と密接に関わっていることを
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示唆している。このように、当事者の主張に対して、

公判前の裁判所が実質的に心証を形成するならば、

それはある極の予審判事制度の干写楽であり、公判手

続が形骸化するおそれがある九この問題は、裁判

員裁判においては裁判体に公判前略担手続に参加

していない裁判員も加わるため、問題が非裁判員裁

判に比べてよりいっそう顕在化しうる。このような運

用が定着すれば、裁判官と裁判員との問での情報の

絡差が生じるとともに7、当事者には、すでに情報を

得ている総判官と情報がない裁判員の双方を意識し

た立証活動が迫られることになる。

第三に、公判前整理手続において裁判官が当事

者の主強を斥けるよりも、当事者が争点を設定して

立証することに委ねるほうが、合混件．があるという実

際上の問題も挙げられる。たとえば、模擬裁判員裁

判の際に、公判前整理手続で弁護人が請求した証

拠が必要性なしとされて却下されたところを、評議

に入ってから裁判員がrここはどういう事実があった

んですかね？Jと尋ね、裁判官が向ら却下したにもか

かわらず「証拠がなb、からわかりませんねJと応じた、

という経験が語られている8。このエピソ｝ドは、必

ずしも裁判所が、裁判員が知りたいと考える事実ま

で想定して、公判前整理手続において証拠の必要

性を的確に判断できるとはかぎらないということを示

唆する。そもそも、弁護人が検察官から証鎚開示を

受けて、検察官の証明予定事実の証馳構造につい

て証拠を閲覧して分析したうえで、弁護人は間接事

実の惟認力や供述の信用性に関わる補助証拠を争

点化してくる。このような手続の流れの中では、少な

くとも公判前整理手続の段階では、本来は弁護人

が裁判官以上に適切に証拠の必要性を判断できる

ように曹、われる。確かに、明らかに訴訟遅延目的で、

事件との関迷性が疑わしい証制を提出してくる弁護

人なども一部にはいるのかもしれない。しかし、基

本的に公判前整理手続においては、まだ証拠を吟味

していない裁判官よりも、証拠を吟味して争点、を形

成してくる弁護人・検祭官のほうが、当該証拠の必

要性をよりよく判断できるのではないか。むろん、こ

のように当事者に十分な証拠構造分析を行わせて、

主張立証を準備させる前提として、公判前整理手続

の運用が適切になされる必要がある。すなわち、「検

察官に迅速な開示義務の履践Jを求め、 「裁判所は



弁護人に開示された証拠の質・量について率直に聞

いた上、合理的な提出時期を考えなければなら』ず、

rその際、弁護人に対し、検祭官の詳細な証明予

定事実に対して安易に認否を求めJないことが必要

であるし、公判前整理手続期日については『証拠開

示に基づいて当事者にじっくりと主張を検討してもら

うため、むしろ十分な期聞を設けることJが必要であ

ろう9。

もっとも、以上のような理解に対しては、裁判官

がこれまで培・ってきた「経験」に基づいて、職権主義

的に証拠の必要性を公判前整理手続において適切

に判断している、という理解もありうる。しかし、 と

くに裁判員が参加する事件においては、裁判員がど

のような証拠に必要性そ見出すかは、裁判官の「経

験」で推し量りきることはできないように思われる。

裁判貝は、弁部人が形成した争点に寄り添って判

断しようとする可能性も充分にあり、そのときには、

弁護人が公判前整理手続で証拠調べ請求をして

いた証制を自ら調べたいと考える可能性もあるので

はないか。確かに、公判前整理手続で証拠を厳選

・し、裁判員の負担を緩和する視点、それ自体は一定程

度重要である。しかし、成判員が知りたいと思う可

能性がある間接事実についての証拠調べを省くこと

は、家主判貝に欲求不満や自信のない事実認定をもた

らし、かえって司法への信頼を損なう可能性もあり

うる。そのような事態を回避するには、当事者が争

点に合致した形で、自らの問題意識に沿って証拠調

べ諦求をしている場合には、証拠の必要性を認める

べきではないだろうか。そこに裁判員が関心を持た

ない、とは献も符易に断定できない。

以上のような理由から、当事者主義の理念のもと

で、公判前監理手続における間接事実の推認力の

評価については、各当事省が判断して、主張の要否

を決するのが原別であるべきように恩われる。しか

し、このような理解に対しては、当事者追行主義を

徹底して各当事者・が間接司王突の推認カを評価して

主張の要脊を判断する考えが一般化していけば、r徒

に公判審理の焦点が拡散するおそれJがあるという

指摘もみられる10。しかし、 r徒に公判審理の焦点が

拡散するおそれJは、当事者が間接事実の推認カを

評価して主強の嬰否を判断することによって直ちに

生じるわけではないように思われる。むしろ、両当事

［特集］公判前監理手続を検証する

者間での争点にズレが生じたときに生じる問題では

ないか。争点がかみ合っているかぎりは、焦点が拡

散するという現象は問題としては起こりにくいように

思われる。基本的には、争点の絞り込み自体も、公

判前整理手続における当事者・聞の主張のやりとりの

中で、自ら争点が明確になり、不要な争点が排除さ

れていることが望ましく、裁判官も議論をかみ合わ

せるための手段をまずは尽くすべきであろう11。この

ような観点からすれば、 当事者－鵠求証拠の必要性

判断の際の求釈明や、当該証拠の挺示（刑訴規則

192条）は、争点のかみ合せのために行われるべき

である。

それでは、公判前強理乎続において裁判所が証

拠の必要性を否定して却下すべきは、いかなる場合

なのか。たとえば、当事者双方の争点がかみ合って

いないにもかかわらず、当司王者が自らの主張に固執

して証拠調べを請求する湯合がありえよう。争点が

かみ合わなければ、判断者－とて適切に証拠を評価し

て判断することは困難だからである。その場合には、

争点、をかみ合わせたうえで、出すべき証拠を当事者

に再考させる必要があるだろう。また、ことさらに訴

訟を遅延させる自的で、当該主張との関連性が不明

確なままに証拠調べ請求がなされるような場合も、

証拠の必要性を否定する判断はありうるであろう12。

本件における問題

以上の視点から、本特集の高橋論文の事例につ

いて検討してみよう。本件では、裁判所が設定した

争点が、①被告λによる共謀の有無、②被告人に

よる殺害実行の有無とされている。この争点からす

れば、少なくとも弁護人の主強を税むかぎり、事件

前の被告人・共犯者・被害者の閲の人間関係に関す

る立証は、被告人が共謀に加わる可能性の有無や、

共犯者の供述の信用性の有無に影縛することがらで

あり、不合理なものだとは考えにくい。また、「殺し屋J

への依頼の有無も、共謀の成立を左右しうる事実で

あるように見えるものであるうえ、 r殺し屋」とされて

いる者の供述調替の内容は、検察官のストーリーと

対立するものであり、証拠調べをする意味があるよ

うに思われる。

以上の点からすれば、事件弁護人の証拠調べ請
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求は、当事者の主張として不合理なものとは評価し

がたい。証拠調べ請求を却下した理制官説明されて

いないため、裁判所の考えは不明確であるが、上述

のような当事者主義の理念に従うのであれば、証拠

採用をすべきであったように思われる。仮に、これま

での裁判官としての職務経験上、本件弁護人の間

接事実・補助事実に関する主張を取り上げる価値が

ないと考えていたのだとすれば、少なくとも裁判員

裁判のもとで同様の判断を下した場合には、問題は

いっそう顕在化する可能性がある。なぜならば、争

点としては被告人の共謀の有無、実行行為の有無

が設定されている以上、弁護人はこれら間接事実や

補助事実に一切触れずに弁護活動を行うことは困

難であり、何らかの形で触れざるをえない可能性が

高いからである。そうであるならば、裁判員からこの

点について疑問が提出されるリスクを、裁判官は背

負うことになるのではないか。そのときに、自ら公判

前整理手続で証拠を却下したにもかかわらず、裁判

員に「この点、については証拠がない」と単に説明する

ことが妥当なのか、問題になるように思われる。

関われる公判前整理手続における

当事者の主体性

以上、本稿では、公判前整理手続において当事

者主義が持つ意義を確認し、間接事笑の推認カな

どは原則的に裁判所ではなく当事者が判断すべきだ

と主張した13。

しかし、このように当事者－の主体性を全面に押し

出して、当事者が主張する証拠の必要性を原則的

に肯定するということは、争点形成によって生じる

結果について、弁護人自らの専門家としての知識を

もって立ち向かわなければならないことを意味する。

公判前整理手続における当事者主義の実現は、検

察官・弁護人が専門家として主体的に訴訟活動に取

り組むことなくして成り立たない。その意味で、当

事者主義の理念のもとで運用される公判前整理手続

は、当事者の力量が問われることになる点、にも、留

意する必要があるだろう。
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